
 

名古屋市分譲マンション長期修繕計画作成支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内に存するマンションの管理組合に対し、マンション管理の専

門家であるマンション管理士の派遣により長期修繕計画の作成を支援する事業（名

古屋市分譲マンション長期修繕計画作成支援事業。以下「本事業」という。）を行い、

マンションの管理の適正化を促進することにより、良好な居住環境の形成を図り、も

って市民生活の安定及び向上並びに市街地の環境の向上に寄与することを目的とす

る。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１４９号。以下「適正化法」という。）第２条第１号に規定するマンションをいう。 

（２）区分所有者等 適正化法第２条第２号に規定するマンションの区分所有者等を

いう。 

（３）管理組合 適正化法第２条第３号に規定する団体をいう。 

（４）マンション管理士 適正化法第２条第５号に規定するマンション管理士をいう。 

（５）決議 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号。以下「区分所

有法」という。）第１８条第１項（区分所有法第６６条において準用する場合を含

む。）に規定する集会の決議をいう。 

（６）理事長等 区分所有法第４７条第１項に規定する法人（以下「管理組合法人」と

いう。）を除く管理組合において、区分所有者の集会において選出された当該組合

を代表するもの若しくは区分所有法第２５条第１項に規定する管理者又は同法第

４９条に規定する管理組合法人の理事をいう。 

（７）長期修繕計画 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成１

３年国土交通省令第１１０号）第１条の８第１項第２号に規定する長期修繕計画

をいう。 

（８）暴力団員等 名古屋市暴力団排除条例（平成２４年名古屋市条例第１９号）第２

条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をい

う。 

 

（支援事業） 

第３条 第１条の目的を達成するために、市長は申請に基づき、マンション管理士を派

遣し、長期修繕計画を作成する管理組合を支援するものとする。 

２ 支援する管理組合は公益財団法人マンション管理センターの長期修繕計画作成・

修繕積立金算出サービス（以下「長期修繕計画作成システム」という。）を利用して

長期修繕計画を作成するものとする。  

３ マンション管理士は目視による建物状況確認や管理組合から提供される修繕履歴



 

等の図書を基に長期修繕計画作成システムを利用して長期修繕計画作成の支援を行

う。 

４ 支援する対象は、マンションの所在地が名古屋市内で、次の各号のすべてに該当す

る管理組合とする。 

（１）竣工図等設計図書があること。 

（２）国土交通省が策定した長期修繕計画標準様式に沿った長期修繕計画を作成して

いない又は適切に見直ししていないこと。 

（３）長期修繕計画作成システムの対象となるもので、原則単棟型のマンションである

こと。 

（４）本事業へ申請すること及び長期修繕計画作成システムを利用することについて、

決議又はこれに準ずる措置がなされていること。 

 

（支援の申請等） 

第４条 理事長等は、長期修繕計画の作成の支援を受けようとする場合は、長期修繕計

画作成支援申請書（様式第１号）により市長に申請するものとする。 

２ 本事業の申請をした理事長等（以下「申請者」という。）は、事情により支援の申

請を取り下げようとするときは、速やかにその旨を長期修繕計画作成支援申請取下

届（様式第２号）により市長に届け出るものとする。 

３ 前項の規定による取下げの届出があったときは、支援の決定はなかったものとみ

なす。 

 

（支援の決定） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を

審査し、予算の範囲内で支援の適否を決定するものとする。 

２ 市長は、第１項に規定する審査の結果、支援を決定したときは、長期修繕計画作成

支援決定通知書（様式第３号）により、また、支援しないことを決定したときは、長

期修繕計画の作成を支援しない旨の通知書（様式第３－２号）により、申請者に通知

するものとする。 

３ 市長は、申請者が暴力団員等に該当する場合は、支援を行わないものとする。 

 

（支援の実施） 

第６条 支援の期間は、申請のあった年度内で、市長の定める期間とする。 

２ 支援の期間内にマンション管理士を派遣する回数は、５回を限度とし、管理組合の

状況に応じて本市が決定する。 

３ 同一の管理組合が本事業による支援を受けることができるのは、原則として、1回

とする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りではない。 

４ 長期修繕計画の作成の支援に要する費用は、市が負担する。ただし、管理組合の運

営経費（集会の会場使用料、資料の印刷費用等）及び長期修繕計画作成システム利

用料は、支援の申請をした管理組合が負担しなければならない。 

５ 支援を受けようとする管理組合は、名古屋市マンションの管理の適正化の推進に



 

関する条例（令和４年名古屋市条例第２０号）第１１条第 1 項の規定による届出を

行わなければならない。 

 

（支援の決定の取消し） 

第７条 市長は、第５条第２項の決定通知を受けた申請者が次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、長期修繕計画作成支援決定取消通知書（様式第４号）により

支援の決定を取り消すことができるものとする。 

（１）虚偽の申請その他の不正な行為により支援の決定の通知を受けたとき。 

（２）申請者が暴力団員等に該当することがわかったとき。 

（３）その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 前項により支援を取り消した場合において、当該取消しに係る支援をすでに実施

しているときは、市長は、支援に係る費用を申請者に請求することができるものとす

る。 

 

（支援の終了） 

第８条 申請者は、支援の決定後、支援の受入を終了しようとするときは、速やかにそ

の旨を長期修繕計画作成支援終了届（様式第５号）により市長に届け出るものとす

る。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、支援を終了するものとする。 

 

（マンション管理士の業務） 

第９条 本事業により派遣するマンション管理士は、次の各号に定める業務を行う。 

（１）マンションの管理を適正化するための長期修繕計画の意義及び長期修繕計画に

沿った修繕金積立の必要性についての理事会や区分所有者の集会等での説明 

（２）長期修繕計画の作成及び理事会又は区分所有者の集会等での説明 

（３）前号に関係する資料の収集及び資料の提供 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること 

２ マンション管理士は、本事業において次の各号に掲げる業務は行わないものとす

る。 

（１）測定器等を使用した建物の精密測定及び詳細調査並びに建物診断 

（２）設計及び工事並びに維持管理業務の受発注並びに業者の選定及び紹介 

（３）居住者間及び居住者と近隣住民との間の紛争解決及び権利調整 

（４）前３号のほか、本事業の趣旨又は目的に反する業務 

 

（マンション管理士の遵守事項） 

第１０条 マンション管理士は、次の各号の内容について遵守しなければならない。 

（１）本事業を十分理解し、マンション管理士として責任ある行動をとり、中立的な立

場で助言を行うこと。 

（２）営業及び勧誘行為並びに不必要な改修をあおることを行わないこと。 

（３）本事業に関して管理組合から謝礼又は金品の供与等を受けないこと。 



 

（４）本事業で知り得た個人情報を本事業の目的以外に使用しないこと。 

（５）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、名古屋市情報あんし

ん条例（平成１６年名古屋市条例第４１号）、名古屋市個人情報保護条例（令和４

年名古屋市条例第５６号）その他関係法令を遵守すること。 

 

（管理組合の責務） 

第１１条 支援を受ける管理組合は、マンション管理士への資料(管理規約、総会資料

及び議事録、長期修繕計画書、修繕履歴書等、その他マンション管理士が業務遂行上

必要と認めた資料)の提出、理事会や区分所有者の集会の開催場所の確保、参加者へ

の周知等、長期修繕計画の作成の支援の業務が円滑に実施できるよう努めなければ

ならない。 

 

（結果の報告） 

第１２条 長期修繕計画の作成の支援を受けた申請者は、支援の終了後、速やかに、長

期修繕計画作成支援実績報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 支援を受けた管理組合は、支援の終了後の経過について、市の実施する調査に協力

しなければならない。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和４年７月１２日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月２６日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年１１月２８日から施行する。 

 


